
平成３０年３月２３日
資源エネルギー庁

非化石証書の取引に係る
会計・税務上の取り扱い

資料７



1

非化石証書の取引に係る会計・税務上の取り扱いについて
 12月に取りまとめた「非化石価値取引市場について」を踏まえ、当該市場で取引される非化石証
書の取引等に伴う会計・税務上の基本的な考え方を複数の会計士や税務当局に確認した。

 その結果、非化石証書の取引に係る基本的な考え方は以下の通り。

 非化石証書を取得した小売電気事業者は、当該取得分の電気を実質再エネ又はゼロエミ電気として表示（環境
表示価値）することが認められている点に鑑みれば、非化石証書の取得は、いわば「電気」という商品の販売に当
たって、「再エネ（ゼロエミッション）」という価値を付加するものと解することが可能。

 こうした経済実態を踏まえれば、非化石証書の取得時は、その取得価額をもって資産計上（流動資産）すること
が一般的と考えられる。

 上記の整理を踏まえれば、購入された非化石証書は、販売する電気に「再エネ（ゼロエミッション）」という価値を付
加し、電気と一体的に販売する（販売電力量≧証書の活用量）ものと解することが一般的。

 このため、取得時に資産として計上された非化石証書は、電気販売と同時に、一体的に活用した分を費用化するこ
とが一般的と考えられる。（当該費用化分は、損金性が認められるものと解される。）

非化石証書の取得時の会計上の扱い

非化石証書の償却（費用処理、損金経理）について

※小売事業者間による証書の転売可否については継続検討としていたところ、転売を可能とした場合、利益調整を目的とした小売事業者間の取
引が行われる、証書を実需以上に購入することによって小売電気事業者の利益操作が可能となってしまうといった税務上の懸念
があることから、当面、小売電気事業者間の証書の転売は出来ない仕組みとする。

※上記の整理を踏まえ、電気事業会計規則等の関連法令の整備を行う。（現在パブコメ中）
なお、上記の整理は現時点における非化石証書取引を前提としており、小売電気事業者間での売買可否や高度化法の義務内容などの変更によ
りその経済実態が変化した場合、再整理が必要となる可能性がある。



 非化石価値取引市場で取引される非化石証書の主たる価値は「非化石価値（高度化法の非
化石電源比率算定時に計上できる価値）」であり、加えて、「ゼロエミ価値（温対法上のCO2排
出係数が0kg-CO2/kWhである価値）」、「環境表示価値（小売電気事業者が需要家に対し
て付加価値を表示・主張することができる価値）」を有する。
※高度化法・・・エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律
※温対法・・・・・地球温暖化対策の推進に関する法律

（参考）非化石証書が持つ環境価値の整理

環境価値 価値の内容

①非化石価値 高度化法上の非化石電源比率の算定時に非化石電源として計上できる価値。

②ゼロエミ価値
小売電気事業者が調整後排出係数算定時に、調達した非化石証書の電力量に
「全国平均係数」を乗じることで算出したCO2排出量を実二酸化炭素排出量から
減算することができる価値。

③環境表示価値 小売電気事業者が需要家に対して、その付加価値を表示・主張する権利。

非化石価値を有する電気の取引を行う際に付随する環境価値
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→上記の整理より、非化石証書は高度化法上の非化石電源比率の算定時に利用できる他、
温対法上のＣＯ２排出係数算定時にも利用可能。また、需要家に対しても非化石証書の
購入に伴い、実質的に非化石電源由来の電気を調達している旨、訴求が可能となる。

※第15回制度検討作業部会 (平成29年11月28日)資料４より抜粋
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（参考）環境表示価値について
 電力の小売営業に関する指針において、非化石証書（再生可能エネルギー指定あり）を購入し
た場合には、「非化石証書の購入により、実質的に、再生可能エネルギー○％の調達を実現」と
表示することが可能。（あわせて、ＣＯ２排出係数にも反映可能。）

※ただし、非化石証書の購入は、小売電気事業者の電源構成の表示に影響を与えるものではない。

 小売ＧＬ上、望ましい行為及び電源構成等の算定や開示を行う場合の具体例（小売ＧＬより抜粋)

※第15回制度検討作業部会 (平成29年11月28日)資料４より抜粋
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